
武道館の利用料金（令和8年10月1日利用分から） 

(1) 施設の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

午前 １，５００円 

午後 ２，０００円 

夜間 ２，０００円 

時間外（１時間につき） ５００円 

備考 

１ 「午前」とは午前９時から午前１２時まで、「午後」とは午後１時か

ら午後５時まで、「夜間」とは午後５時３０分から午後９時３０分まで、

「時間外」とは午前０時から午前９時まで、午後０時から午後１時まで、

午後５時から午後５時３０分まで及び午後９時３０分から午後１２時ま

でをいう。 

２ 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に１時間未満の端数が

あるときは、１時間に切り上げる。 

３ 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、

この表に定める額の５倍の額とする。 

(2) 設備の利用料金 

名称 区分 利用料金の基準額 

暖房設備 １台１時間につき １１０円 

冷房設備 １時間につき ６００円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 



武道館の利用料金（令和8年9月30日利用分まで） 

(1) 施設の利用料金 

区分 利用料金の基準額 

午前 ８８０円 

午後 １，１７０円 

夜間 １，１７０円 

時間外（１時間につき） ２９０円 

備考 

１ 「午前」とは午前９時から午前１２時まで、「午後」とは午後１時か

ら午後５時まで、「夜間」とは午後５時３０分から午後９時３０分まで、

「時間外」とは午前０時から午前９時まで、午後０時から午後１時まで、

午後５時から午後５時３０分まで及び午後９時３０分から午後１２時ま

でをいう。 

２ 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に１時間未満の端数が

あるときは、１時間に切り上げる。 

３ 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、

この表に定める額の５倍の額とする。 

(2) 設備の利用料金 

名称 区分 利用料金の基準額 

暖房設備 １台１時間につき １１０円 

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間に切り上げる。 

 


